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論

叢

相
績
税
の
埴
脆

リ
カ
ア
ド
の
労
賃
論
・

利
潤
成
立
の
機
構
"

定
期
舶
一
日
出
運
送
原
費
ご
運
賃
制
伽
・

現

苑

琉
球
の
鹿
藩
後
に
於
け
る
的
制

フ
ュ
ン
オ
ク

7
1卜
の
債
植
論

委
任
経
理
に
就
い
て

雑

錬

フ
ォ
ー
ド
制
ご
テ
イ
ラ
ー
制

常
業
税
ご
常
業
牧
待
税

-
出
血
中
博
士

-
制
湾
市
士

-
文
革
博
士

制
的
川
下
博
士

法
描
・
博
士

組
拙
円
吊
a

士

-
純
摘
山
中
士

制
情
山
市
卜

親
同
地
中
博
士

鶴
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設

殉

琉
球
内
照
』
向
後
に
於
け
る
拍
制

第
二
十
内
容

四
七
O

第

醜

A 
J、

日記
豆
吉
田

~e 

醐
眠
れ
る
順
民
政

策
の
崎
形
見

琉
球
の
鹿
藩
後
に
於
げ
る
治
制

山

本

美

越

乃

明
治
十
二
年
三
月
琉
球
滞
を
廠
し
て
沖
細
脇
t
r
m出
き
、
蕊
に
形
式
上
に
於
て
は
母
国
に
於
け
る
地
方
自
治
行
政

の
組
織
に
倣
ひ
て
服
治
制
度
を
採
則
す
る
に
至
っ
た
が
、
併
し
質
質
上
に
於
て
は
琉
球

ω現
般
は
母
凶

ω廠
務
抵

麟
常
時
の
各
地
方
の
文
化
的
耗
皮
及
び
岡
町
拙
胴
上

ω質
力
芭
は
到
底
比
較
に
な
ら
ぬ
粍
貧
弱
な
る
も
の
で
あ
っ
た
、

放
に
等
し
〈
眠
制
の
施
行
悩
城
中
に
泣
か
れ
た
ご
は
甜
ふ
も
の
、
他
の
府
販
に
比
較
す
る
時
は
最
初
よ
り
著
し
き

遜
色
が
め
っ
た
、
加
之
、
母
国

ω臨
服
務
府
麟
は
明
治
四
年
に
質
現
ぜ
ら
れ
た
の
で
ゐ
る
が
、
琉
球
は
夫
れ
よ
ち
も

趨
に
後
れ
て
明
治
十
一
一
年
に
至
っ
て
之
e

伊
賀
行
す
る
こ
正
、
な
つ
わ
仙
の
で
あ
る
か
ら
、
ー
此
的
勅
よ
ム
リ
観
察
し
「
も

琉
球
的
脈
拍
は
他
の
府
職
よ
b
も
大
に
絞
れ
て
居
る
ご
稀
し
て
可

ν
。

此
〈
し
て
照
治
行
政
の
必
要
上
明
治
十
三
年
に
先
づ
服
内
を
那
萌
・
首
里
・
島
尻
・
中
一
朗
・
闘
同
・
伊
半
島
・
久
米
・

宮
古
・
入
重
山
の
九
行
政
岡
剖
に
H
T
も、

(
此
の
内
伊
卒
日
閣
は
後
に
那
蹴
仁
合
併
せ
ら
れ
た
て

是
等
の
各
市
岡
劃
に

， . --，，'咽"



は
夫
れ
ん
¥
役
所
を
設
り
・
之
に
所
長
及
び
嵐
官
を
配
置
L
て
行
政
事
務
を
分
掌
せ
し
む
る
こ
正
、
し
、
夏
に
下

級
的
行
政
鵬
正
し
て
は
那
覇
及
び
首
里
に
は
村
役
場
を
設
け
、

等
的
公
官
民
を
置
き
、
各
役
所
的
瞬
督
の
下
仁
常
該
地
方

ω事
務
を
蕗
理
せ

L
め
、
島
尻
・
中
期
・
岡
一
則
及
び
久
米
島

従
来
の
名
稗
に
倣
ひ
て
主
取
・
巾
取
・
筆
者
・
村
一
関

に
は
在
来
の
間
切
番
所
な
る
も
の
を
其
の
権
存
世
し

τ、
各
役
所
の
監
督

ω下
に
地
頭
代
・
捌
庫
理
・
従
等
似
会
史

を
し
て
地
方
事
務
を
掌
ら
し
め
、

叉
宮
古
・
入
賞
山
に
於
て
は
在
来
の
蔵
一
沌
な
る
も
の
を
存
置
し
て
其

ω
下
に
村

番
所
十
庇
昔
、
頭
@
首
盟
大
民
子
・
別
人
・
日
差
等
の
従
来
の
名
稀
を
製
川
せ
る
一
公
山
町
一
を

Lτ
其
の
串
務
を
監
理
せ

し
め
た
、
是
等
の
役
所
及
び
村
役
場
の
経
費
は
凡
て
閥
庫
よ
h
之
を
支
枇
附
し
た
が
、
番
所
及
び
誠
一
元

ω経
費
は
市
民

員
給
的
み
を
同
伴
よ
り
支
排

L
・
立

(ω
他
的
支
山
は
常
該
地
方
の
負
携
ご
な
し
た
、
併
[
斯
か
る
品
川
榊
引
を
住
民
に

課
す
る
に
あ
た
ち
て
も
、
掛
川
初
は
峨
間
切
島
総
代
曾
な
る
納
税
者

ω総
代
機
闘
に
依
り
て
時
四
算
守
協
議

L
決
定
し

た
る
に
池
ぎ

4yLτ
、
教
育
史
的
・
如
き
は
凡

τ
之
を
寄
附
金
仁
仰
い
に
も
の
で
あ
る
。

琉
球

ω自
治
行
政
組
織
に
就
て
特
に
吾
人
の
注
意
を
惹
く
も
の
は
悶
切
で
ゐ
る
が
、
其
叫
起
源
に
閲
し
て
は
今

日
之
を
静
か
に
す
る
ニ
ご
を
得
な
い
、
唯
斯
か
る
地
方
的
の
区
制
が
可
な
b
古
〈
よ
り
存
在
し
て
居
っ
た
ご
云
ふ

こ
ご
を
知
b
得
る

ωみ
で
、

之
が
腕
務
泣
際
的
中
曽
附
に
は
阪
に
一
定
の
行
政
磁
劃
を
形
成
し
T
居
っ
た
の
み
な
ら

中
、
ヌ
多
少
自
治
州
惜
ご
し

τの
形
態
士
吉
へ
備
へ
て
居
っ
た
、
臨
刑
務
常
時
に
従
来
の
主
要
な
る
行
政
官
邸
ご
も

稀
す
べ
き
も

ω
は
悉
〈
廃
止
せ
ら
れ
た
じ
拘
ら
守
、
獅
b
間
切

ω制
度

ωみ
は
袋
一
見
を
見
な
か
っ
た
、
併
L
在
来

民

苑

琉
珠
山
一
世
帯
畿
に
於
吋
る
泊
制

第
二
十
六
審

第
三
蹴

四
t 

J、
" 

今
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説

苑

琉
球
品
目
由
世
帯
後
に
於
け
る
抽
制

第
二
十
大
巻

四
七

第
三
貌

九
O 

の
制
度
は
頗
る
不
完
全
で
時
勢
に
越
し
な
い
所
が
ゐ
っ
た
潟
め
に
、
明
治
二
十
九
年
に
勅
A
?
を
以
て
先
づ
上
放
の

郡
・
匝
川
一
凪
制
を
定
的
、

次
で
符
三
十
年
及
び
三
十
一
年
に
一
旦

h
て
間
切
島
に
閥
可
る
規
定
を
公
布
し
1
之
を
轄

分理
も L
.. 1z. 

島
尻此

中 24
事前

襲警
り誠
本れ
島 u:

ll~。議
11 ':;';; 
1II i:， 
k 尻
J ・
'It: ・ド
四 llJj

十肉
四 liJj
υJ 
問。宮

'0jo古

告会
島。函
‘司 α1)

分主:
史君11

問。 0:
"'J。
及諜
ぴ ?
島。首
は盟
:!!Iり

，付。医
l二 lこ

分
る
、
も
、
立
(
の
村
な
る
b
の
は
母
凶
の
村
内
内
包
M
T
に
相
官
す
る
位

ωも
の
で
事
各
間
切
は
七
人
筒
村
乃
翌
二
十

二
三
筒
村
を
統
轄
す
る
)
、
郡
に
は
郡
役
所
を
徒
き
郡
長
は
管
内
の
問
団
及
び
島
を
監
借
し
・
那
靭
・
首
旦
の
悶
匝

は
郡
よ
り
獅
立
し
て
麟
知

4
の
直
轄
に
崩
せ
し
め
、
恰
も
母
国
に
於
け
る
市
に
相
賞
す
べ
き
地
位
を
拠
へ
、
各
閲

切
に
は
間
切
役
場
を
置
き
其

ω史
口
員
は
知
事
之
を
任
命
し
、
別
に
戸
主
よ
り
選
出
せ
し
め
た
る
議
員
を
以

τ間
切

島
舎
な
る
も
の
を
組
蹴
し
、
間
切
に
魁
す
る
歳
出
入
の
決
議
機
嗣
た
ら
し
め
た
、
上
級
官
廊
ご
し
て
は
郁
役
所

ω

設
け
ゐ
る
も
、
沖
細
腕
に
は
郡
制
は
之
を
施
行
し
な
か
っ
た
錦
め
に
、
郡
に
於
て
は
自
治
制
は
認
め
ら
れ
な
炉
つ

た
が
、
却

τ共
の
下
に
属
す
る
在
来
の
間
切
に
は
議
決
機
関
ご
し
て
間
切
品
曾
な
る
も
の
を
認
め
、
之
に
依
り
て

下
級
行
政
凶
制
た
る
町
村
自
治

ω基
を
閲
い
た
。

此

ω如
(
官
服
務
世
腕
後
諸
般
の
制
度
に
漸
を
逐
ム
て
改
善
を
加
へ
た
が
、
過
去
数
百
年
来
孤
立
且
つ
特
妹
の
事

情

ω
下
に
は
削
は
れ
た
る
人
情
・
風
俗
・
脅
憤
・
制
度
等
の
相
違
は
、

母
国
に
於
け
る
府
勝
正
之
を
同
一
に
取
扱
ひ
難

き
も
の
が
あ

h
、
又
一
般
民
度
に
於
て
も
著
し
き
懸
隔
の
存
す
る
所
よ
b
、
自
治
制
の
運
用
上
曽
然
附
随
す
べ
量

寸町 ・....， 0' 



地
方
枕

ω負
指
の
如
、
き
も
、
到
底
各
府
腕
吉
岡
一
仁
之
を
律
す
る
こ

Z
e
e得
な
い
賞
況
に
在
っ
た
、
放
に
本
来
は

地
方
税
に
依
り
て
支
排
す
ぺ
き
経
費
も
之
を
岡
山
県
の
負
捻
ご
な

L
、
従

τ豚
制
は
之
を
布
り
る
も
地
方
税
規
則
正

か
府
川
相
曾
規
則
の
如
き
は
、
最
初
は
之
を
琉
球
に
は
施
行
す
る
こ
己
を
得
な
か
っ
た
の
で
ゐ
る
。

最
下
恕

ω行
政
匝
訓
た
る
間
切
に
翁
政
省
が
最
初
輯
々
に
向
戸
治
を
認
め
た
・
}
吉
は
、

一
方
よ
り
之
を
腕
察
す
る

時
は
非
慌
に
進
歩
し
た
る
遺
h

リ
方
の
様
に
も
蹴
ゆ
る
が
、
併
し
叉
他
方
よ
b
考
察
す
る
時
は
、
之
が
後
日
大
な
Z

綱
を
滞
ら
ず
に
至
っ
た
原
因
芭
な
っ
た
ご
も
君
。
得
る
、
此
の
酔
加
が
貨
は
寄
人
が
謀
れ
る
植
民
政
策
の
崎
形
児
ぜ

し
て
琉
球
問
題
を
諭
せ
ん
Z
す
る
に
至
っ
た
動
機
ご
な
っ
た
も
の
で
あ
る
、
何

Z
な
れ
ば
自
治
の
目
的
物
帥
も
其

の
統
治

ω賓
館
が
附
帯
し
て
自
治
り
能
力
を
有
せ
る
や
否
や
、
叉
般
ム
ザ
其
の
能
カ
を
有
せ
・
り
ご
す
る
も
之
h

官
許
す
可
、

き
時
期
及
び
北
九
の
方
法
等
に
付
て
は
悦
重
な
る
考
慮
を
要
す
べ
き
も
の
め
る
に
拘
ら
4
7

、
斯
か
る
鮎
に
迄
探
〈
注

意
せ
宇

L
て
喉
漫
然
之
を
許
し
た
結
果
は
、
遂
に
共
の
弊
出
向
を
今
日
に
迄
及
ぼ
し
て
居
る
ご
翻
ら
る
、
か
ら
で
あ

晶
、
由
来
陥
を
得
て
萄
を
却
一
む
は
人
の
慌
で
あ
っ
て
、
許
す
べ
き
正
質
的
理
由
な
き
下
級
の
行
政
同
訓
に
自
治
を

許
し
た
結
果
は
、
叉
許
す
べ
き
正
世
田
の
理
由
な
き
も
真
に
上
級

ω行
政
極
劃
に
掛
し
て
自
治
を
要
求
せ
ら
る
、
時

は
、
之
を
許
さ
い
Y

る
を
得
古
る
に
至
る
こ

Z
は
常
然
で
、
現
仁
琉
球
に
於

τも
最
下
級

ω行
政
匝
制
た
る
間
切
に

は
自
治
を
認
め
、
共
の
上
級
行
政
函
剖
た
る
那
に
は
榔
制
を
施
行
し
な
か
っ
た
所
か
ら
自
治
は
之
を
認
め
な
か
っ

た
が
、
併

斯
か
る
偏
頗
な
る
取
扱
に
桝
到
し

τは
左
な
き
に
仁
政
治
的
的
熱
狂
心
に
宮
め
る
琉
球
人
が
永
〈
沈
歎

説

琉
球
目
一
世
帯
徒
に
於
付
る
抽
制

丸

苑

第
二
十
六
番

四
七
三

第
三
観

• .・..・1・・ 4



融

第
二
サ
六
経

丸

苑

琉
球
的
臨
掛
川
後
に
於
け
る
治
制

四
七
四

第

腕

を
守
る
べ
き
答
が
な
い
、
下
級
行
政
区
制
た
る
間
切
に
自
治
の
端
絡
を
関
宮
し
ょ
h
以
来
、
島
民
等
は
之
に
困
ち

て
自
治
思
想
に
到
す
る
新
た
な
る
刺
戟
を
受
け
、
爾
京
共
の
質
カ
の
如
何
を
深
〈
顧
み
中
し
て
、
唯
徒
に
自
治
の

形
式
を
是
れ
強
要
ゼ
八
百
す
る
が
如
、
き
風
を
生
じ
・
所
謂
資
力
仁
件
は

F
る
形
骸
的
の
自
治
思
想
的
み
畿
漣

t
家

-
り
、
業

ω
結
果
は
遂
に
明
治
四
十
年
の
沖
縄
脇
島
剛
一
町
村
制
の
発
布
芭
な
b
，
、
愈
々
質
カ
に
件
は
F
る
謀
れ
る
自

治
制
の
迷
路
に
真
に
傑
〈
一
歩
を
踏
み
入
る
、
こ
ど
、
な
っ
た
。

而
L
て
此
の
新
制
度
に
擁
れ
ば
従
来
の
間
切
島
役
場
は
町
村
役
場
ご
改
稿
せ
ら
れ
、
町
村
長
は
島
司
又
は
郡
長

ω
具
申
に
依

b
τ
剣
胡
之
を
任
見
し
、
之
E
同
時
に
町
村
の
械
限
を
筑
張
し
て
閥
庫
の
補
給
金
は
之
を
金
融
胆
す
る

場
」
正
、
な
っ
た
が
、

究
で
同
四
十
年
に
は
・
臥
制
を
改
正
[
τ
従
来
の
如
き
郡
長
栄
任
の
官
選
嵐
長
を
臨
却
し
、
新
医

制
に
於
℃
は
副
長
は
駈
曾

ω推
薦
に
依
り
内
務
大
臣
よ
h
上
奏
裁
可
を
仰

h
p

、
こ
ご
、
な
ム
リ
、
議
仁
も
亦
匝
の
帥
冊
限

を
飯
山
抗
す
る
ご
共
仁
側
庫
支
耕
を
み
」
臨
出
し
て
自
治
自
給

ω主
義
に
依
ら

L
め
た
、
般
に
府
現
的
備
へ
な
〈
じ
て
車

に
{
士
砲
の
響
き
り
み
を
以

τ満
足
せ
ん
ご
す
る
が
如
き
本
球
な
る
自
治

ω火
蓋
の
切
ら
れ
た
る
以
上
は
、
違
L
得

ペ
ミ
d

所
迄
逮
せ
十
ん
は
止
ま
自
己
云
ふ
は
自
然
の
勢
ひ
で
・
間
切
自
治
・
町
村
自
治
・
両
日
治
等
の
雌
名
に
酔
へ
毛

島
民
等
は
、
自
治
に
伶
ふ
彼
等
自
己

ω責
任
及
び
某

ω負
儲

ω如
何
に
重
大
な
る
べ
き
か
に
閲
し
て
は
深
〈
考
慮

す
る
所
な
〈
、
商
政
じ
比
し
て
天
然
資
跡

ω貧
弱
な
る
本
島

ω如
き
は
、

諸
般
の
施
設
を
悶
庫
山
補
助
な
(
し
て

は
訓
底
完
成

L
得
べ
か
ら
TL
る
こ
ピ
は
火
を
蹴
る
よ
り
も
明
か
な
る
に
拘
ら
守
、
虚
名
を
迫
ふ
の
椋
自
治

ω代
償

ム E 、. ..，.，'司，



Z
じ
て
自
給
の
重
荷
を
負
は
ゴ
る
を
得
F
る
こ
己
、
な
り
、
迭
に
同
庫
支
曲
師
山
り
聞
係
を
断
絶
せ
ら
る
、
に
至
っ
た

-
1
己
は
、
永
〈
本
島
民
的
生
活
を
脅
か

L
其
の
安
全
を
呪
ふ
一
大
原
因
己
な
っ
た
、
此
〈
し
て
同
四
十
一
年
に
は

強
則
的
的
自
治
制
を
沖
細
服
仁
布
〈
前
提
ど
し
て
、
府
耐
鵬
制
中
抑
制
服
じ
閲
し
て
は
特
例
を
設
け
得
べ
き
こ
正
を

定
的
、
抗
で
忽
四
十
二
年
に
勅
A
T
第
二
十
腕
を
以
て
左
の
例
外
的
要
柄
引
の
下
に
府
係
制
が
施
行
せ
ら
れ
た
。
.

一
服
品
目
議
員

ω
選
禦
名
簿
は
之
を
調
製
せ
十
し
て
、
議
員
は
川
町
村
曾
議
員
を
し
て
之
を
選
皐
せ

L
む
る
事
・

一
一
被
選
泉
桃
者
的
納
税
額
は
五
岡
以
上
ピ
す
る
事
、

三
回
腕
占
君
事
曾
は
之
を
設
か
A
V
し

t
h刑
事
を
し
て
共
り
職
務
を
行
は
し
む
る
事
、

四
其
の
他
期
日
期
間
等
に
閲
し
て
も
特
例
を
設
〈
品
事
、

以
上
述
べ
た
る
琉
球

ω底
滞
日
核
に
於
り
る
治
制
を
延
に
要
約
せ
ば
、
明
治
十
二
年
に
厳
滞
日
臥
騒
を
断
行
し
た
る

嘗
附
に
は
・
彼
我
共
に
未
に
事
情
に
通
称
、
ゴ
る
も
の
あ
り

L
所
よ
り
主
ご
し
て
従
来
の
慣
例
に
則
h
、
諸
般

ω制

度
も
成
る
ぺ
〈
之
を
襲
隠
し

τ漸
進
的
の
改
良
主
義
を
採
り
た
る
も
、
同
十
九
年
に
至
り
行
政
設
的
支
品
開
に
就

τ

初
め
て
岡
庫
負
挽
己
島
民
負
捻
り
随
分
を
明
か
に
し
、
且
つ
不
完
全
な
が
ら
間
切
島
総
代
曾
な
る
代
表
的

ω機
関

の
存
立
を
き
へ
見
る
に
至
っ
た
、
北
(
ゆ
後
十
年
を
総
て
同
二
十
九
年
に
は
那
制
及
び
恒
制
施
行
せ
ら
れ
、
那
躍
朝
・

首
虫
の
耐
附
闘
は
自
治
健
ご
し
て
同
曾
を
設
〈
る
ニ
己
、
な
り
、
翌
三
十
年
に
は
夏
に
下
絞
り
地
方
自
治
機
関

Z
L

τ間
切
島
品
目
な
る
も
り
組
織
せ
ら
れ
、
夏
に
十
年
後
の
四
十
年
に
は
沖
縄
服
島
暁
町
村
制
の
施
行
に
依

hJτ
町
村

Jll; 

琉
球
山
り
附
帯
後
に
於
け
る
治
制

絡
一
十
六
品
奇

施

四
七
五

都

墨E

ブι

"匂"'_.，，; 



詑

第
二
十
持
品
曹

え

四

琉
球

ω臨
糟
後
に
於
け
る
惜
制

四
七
六

量草

枕

苑

曾

ω設
置
を
見
・
調
理
四
十
一
年
に
は
匝
制
(
大
正
十
年
に
市
制
に
改
め
ら
る
)
を
改
正
し
て
匝
曾
並
に
民
選
阻
長
の

制
度
を
確
立
す
る

t
共
に
、
他
方
に
於
て
は
二
三
の
特
例
(
此
の
特
例
も
大
正
九
年
に
撤
厳
せ
ら
る
)
を
存
し
た
る

も
・
兎
に
角
腕
制
の
施
行
に
依
b
て
島
民
は
悲
に
形
式
上
に
於
て
は
地
方
自
品
加
の
制
度
を
賞
現
す
る
ζ

ご
を
得

B

更
に
同
四
十
五
年
仁
は
衆
議
院
議
員
選
拳
法
の
施
行
、
叉
大
正
七
年
に
は
賞
族
院
議
員
多
額
納
税
者
互
選
規
則
の

賓
施
等
に
依
ム
リ
て
、
現
今
は
下
は
町
村
曾
よ
b
市
曾
・
腕
曲
目
真
に
進
ん
で
惜
凶
議
曾
に
至
る
迄
、
本
島
氏
の
多
政

構
に
劃
す
る
要
求
は
完
全
に
充
だ
き
る
、
こ
吉
、
な
っ
た
の
で
ゐ
る
。

「
自
治
棋
の
獲
得
」
.
是
れ
過
去
宇
世
紀
的
久
し
き
に
亘
h'
て
琉
球
島
氏
の
熱
烈
に
希
川
挫
し
、
且
つ
途
に
之
を
其

の
掌
中
に
牧
め
待
た
る
所

ωも
の
で
ゐ
る
が
、
今
に
し
て
考
ふ
る
時
は
経
済
上
末
だ
自
立
自
作
の
資
桁
を
布
す
る

に
歪
ら
ざ
る
者

ω自
治
雄
的
獲
得
が
、
果
し
て
之
を
得
た
る
者
に
も
亦
之
を
奥
へ
た
る
者
じ
も
氷
誌
の
幸
刷
会
蔚

U
J
P
γ
γ
v
・
山
m
w
r
r
r
-
虻
w
r
r
山
町
山
H
W
U
配
昨
J
f
-
一一応
H
p
u
r如
何

r
J
v
、
、
一
官
官
町
u
r
rげ
r
r
山
却

じ
某

ω
枇
曾
上
院
A

ぴ
純
雄
胴
上
に
於
り
る
地
位
の
向
上
吉
、
財
政
上
に
於
り
る
濁
立
白
給

t
は
自
治
僻
獲
得

ω先
行

要
作
?
r
ら
ね
昨
な
s
r
、
俳
人
一
り
官
山
什
に
於
山
口
る
r
附
昨

ω官
存
仁
於
り
r
r
を
問
は
ず
、
未
r
r
r
r
存
一
山

酌
A

船仰山乏か官すれ
ω
V
T
ら
P
る
者
山
り
自
治

ω要
求
U
H
・
仙
刷
局
自
拠
出
H
即
時

ω配
惨
な
る
結
末
を
町
一
ι
に
絡
r
f
r
r
官

和
市
仙
周
h
y
v
・
目
w
v
r
r
r
p
u
?
伽
仰
い
あ
り
Q

・
中
間
r
v
J
昨
V
官
官
山
町
和
問
松
山
u
r
官
山
町
r
r
一
u
f
r
一
r
r
r
r
v

?
逮
せ
ら
h
H
、
和
明
等

ω山
岡
E
r
r
r
以
で
購
ぽ
い
い
待
r
r
u
ぃ
。
、
多
粧
の
官
民
は
町
山
相
に
件
ふ
酔
阿
然
の
f
f
r
r

・..・唱



印
刷

r
w
r
w
r
r
r
rぽ
J~γ
い
で
町
別
叩
聞
が
'
配
ず
が
官
官
附
昨
町
山

r
r
r
γ
u
f
f
t
r、
山
手
蛇
げ

f
r
r
v

τ加
山
仙
問

r
rド川り山宮山
m
r
r
r
u
f
f
r、
皆
川
い

r
J
r
r
r昨川り山叫
r町
一
的
ハ
。
ず

r
r
w
r
rぃ
brxrす
配

い
釦
吋
ら
げ
ι
い

mm?rr、
町
一
り
一
昨
山
中
昨
世

γ叫
剖

U
?即時町一り
ιwrrrm怖い
rrrγ
、

rrw州
ぽ
昨
い

oruur

uリ町
同
官

rrumrい
い
で

J
…wwwrrhzrr皆
川
、

r
v
v
γ
r
r
r町
口
紅
い

f
f
v即時昨
r山田一間じ、

官
ぶ
か
ら
山
下
昨
ド
r
r
r口
腔

r
u
f
r
r
r
p
r
r
f
v
v
r
rれかい州
γ
f
f
tハ
り
即
、

w
r
r

h

刷
恥
品
川
仏
師
貯
官
官
山
川
町
同

wmrvrJv?rrvG

言
ふ
迄
b
な
〈
琉
球
の
運
命
を
決
す
る
も
の
は
又
琉
球
自
身
で
な
〈
て
は
な
ら
泊
、
英
の
前
途
を
光
明
に
導
〈

も
崎
県
に
誘
ふ
も
一
に
懸
h
τ
琉
球
の
自
然
ご
入
、
郎
も
北
(
の
天
然
資
源
己
島
氏
の
勤
勉
努
力

ω如
何
に
在
る
、

放
に
吾
人
は
姑
〈
此

ω方
面
よ
り
琉
球
の
綿
来
を
卜
す
ぺ
き
事
情
に
就
て
考
察
し
て
見
ょ
う
ご
忠
ふ
。

由
来
琉
球
の
地
は
某
の
地
勢
上
天
然
資
源
に
之

L
f、
之
ケ
農
業
仁
就
て
観
る
も
耕
地
の
而
特
別
は
儲
か
仁
線
地

積
(
二
十
一
政
二
千
俄
町
歩

)ω
二
釧
九
分
品
川
卸
も
約
六
高
二
千
五
百
品
川
町
歩
で
あ
っ
て
、
之
を
農
家
総
数
入
官
内
総

戸
に
側
首
つ
る
時
は
、

一
戸
賞
り
七
反
入
畝
歩
俄
に
過
ぎ
ぬ
、
而
し
て
此
蕗
に
栽
培
す
る
普
通
の
農
作
物
は
甘
蕗

を
第
一
正

L
、
米
・
粟
・
豆
等
之
に
弐
「
も
共
の
産
額
は
左
迄
大
で
な
い
、
殊
仁
米
作
は
琉
球
の
地
勢
水
刺
の
便
を

一一一一一一

快
り
る
ご
暴
風

ω襲
来
多
き
を
以

τ甘
藷
の
如
〈
に
重
要
観
ゼ
ら
れ
な
い
、
従

τ其
の
品
質
も
亦
劣
等
で
あ
る
、

今
琉
球
に
於
け
る
農
家
一
戸
賞
り
の
生
産
物
の
倒
格
・
之
に
要
す
る
生
産
費
の
割
合
及
び
諸
枕
・
並
に
一
戸
営
b
の

設

苑

琉
球
の
機
構
後
に
於
け
る
拍
制

第
ニ
十
六
位
サ

四
七
七

第

蹴

九
豆

. .'・.-切
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苑

崎
球
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於
け
る
油
制
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説

札
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生
活
費
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概
算
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脱
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ω調
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大
五
十
二
年
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せ
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o
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右
表
に
披
b
て
見
れ
ば
‘
農
家
一
戸
賞
与
の
生
産
物
の
債
格
卸
も
其
の
総
牧
入
の
高
は
三
百
五
十
六
回
品
川
に
常

る
も
、
此
の
内
よ
り
生
産
費
及
び
諸
税
を
業
引
〈
時
は
ニ
一
円
七
十
四
国
俄
ご
な
h
、
夏
に
共
的
内
よ
り
最
少
生
活

設
を
差
引
〈
時
は
残
す
所
僅
か
に
三
十
五
岡
崎
附
に
過
き
ぬ
ご
云
ふ
有
様
で
あ
る
、
岡
よ
b
是
等
の
計
数
は
物
舗
の

続
動
に
つ
れ
歳
に
よ
り
て
多
少
の
相
謹
を
生
予
る
こ

E
は
明
か
な
る
も
・
併
し
大
陸
に
於
て
耕
地
面
債
の
償
援
を

見
す
、
又
其
の
生
産
物
並
に
生
産
方
法
に
於

t
も
著
し
き
進
歩
の
跡
を
踏
め
得
F
る
現
紋
的
下
に
於

τは
、
農
家

の
牧
支
の
賞
況
は
略
ぽ
之
伝
以

τ察
す
る
ニ
ご
が
出
来
る
、
即
ち
琉
球
の
現
住
戸
数
約
十
二
高
戸
中
共
の
七
削
減

を
占
h
u
る
農
家
の
牧
支

ω放
態
は
、
辛
ふ
じ
て
日
々
の
生
活
を
維
持
し
っ
、
あ
る
ご
云
ふ
一
認
を
以

τ護
き
て
居

る
、
於
弦
乎
.

彼
等
は
他
に
牧
入
を
得
る
途
を
見
出
き
ね
ば
な
ら
ぬ
、

米
-
務
等
の
普
通
の
農
作
物
以
外
に
島
民

が
甘
蕊

ω栽
培
に
着
服
す
る
じ
至
っ
た
の
は
、
会
〈
斯
か
る
理
由
よ
ち
出
で
た
る
も
の
で
あ
っ

τ、
今
日
迄
琉
球

が
兎
に
も
角
に
も
肢
を
引
き
っ
、
も
術
は
他
府
麟
的
後
に
随
ひ
来
る
こ
ご
の
出
来
た
縦
済
上

ω支
杖
は
、
質
に
甘

族
及
び
之
を
原
料
ご
す
る
糠
業
ゐ
ふ
り
し
が
震
め
で
あ
る
、
然
る
に
比
の
糖
業
が
近
年
著
し
f
不
振
の
紋
態
に
陥
つ

た
の
で
ゐ
る
か
ら
自
ら
蕊
に
島
氏
の
死
活
問
腿
を
惹
起
す
に
至
っ
た
の
は
常
然
で
ゐ
っ
て
、
琉
球
に
於
て
製
糖
業

に
従
事
す
る
者
の
数
は
約
五
高
戸
卸
ち
全
戸
数
的
四
割
強
農
家
総
数
の
六
割
強
を
占
め
、
又
比
百
の
伺
格
に
就
て
見

る
も
生
産
物
総
額

ω三
割
弱
に
常
っ
て
居
る
、

放
に
誌
の
盛
衰
が
斑
接
島
氏
の
生
活
に
重
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
す

ニ
ヰ
は
論
を
侠
た
ぬ
、

今
琉
球
に
於
け
る
米
・
甘
藷
及
び
甘
採
り
一
一
一
大
主
要
作
物
の
反
省
b
の
利
益
り
比
較
を
沖

説

苑

ブL

.~ 

疏
誌
の
臨
薄
後
に
於
け
る
椅
制

刷
用
-
一
十
点
脅

四
七
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画

施

琉
球
山
山
田
端
徒
に
於
け
る
治
樹

四
入

O

第
二
十
六
巻

縄
師
脚
膳

ω調
査
(
大
正
十
二
年
中
頭
郡

ω標
準
)
に
嫁
h
て
示
せ
ば
左
の
如
〈
で
ゐ
る
。
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四
一
♂

O
L

一0
日
四
円

一
幸
、
一
三
円
=
一
、
ニ
ニ

O

一

百
士
、
弘
九
円
一

ο、
五
凹
宥

一
方
-
、
四
七
日
凹
、

O
七
円

事J

韓

之
に
抽
出

bτ
見
れ
ば
、
廿
操
作
的
利
盆
は
米
作
り
約
二
十
五
位
制
又
甘
藷
作
の
刺
盆

ω約
九
倍
に
和
賞
す
る
、
以

て
H
騰
の
栽
培
が
如
何
に
島
民
の
経
済
的
質
カ
を
左
右
す
る
カ
を
有

L
τ
居
る
か
uv
分
る
、
然
る
に
近
年
此
の
糖

業
の
不
振
の
錦
め
に
島
氏
の
受
〈
畠
打
齢
は
頗
る
大
な
る
も
の
が
ゐ
る
・
而

L
て
斯
か
る
不
振
の
原
因
に
就

τは

穏
な
の
蹴
よ
h
之
を
考
察
す
る
ニ
ど
が
出
来
よ
'
フ
ピ
思
ふ
が
、
少
く
ピ
も
t(
の
主
な
る
原
因

ω
一
は
沖
縄
糖
の
特

色
た
る
県
糠
り
版
路
が
時
世

ω
進
歩
ご
共
に
次
第
に
紛
少
苫
れ
て
古
都
た
Z
云
ふ
事
で
、
嘗
て
黒
柿
舶
を
熱
糖
正
・
L
て

其
の
俄
使
用
す
る
風
が
底
〈
行
は
れ
た
る
附
代
に
は
共
の
販
路
も
大
で
ゐ
っ
た
が
、
近
時
は
熱
糖
川
り
用
途
が
衆
的
帰

仁
減
退
せ
る
よ
b
自
ら
得
格
の
低
落
す
る
仁
至
っ
た
こ
ど
・
然
ら
ば
此

ω如
き
原
始
的
な
認
糖
的
生
産
仁
代
ゆ
る

に
文
明
的
な
分
抵
糖
を
以
て

L
た
な
ら
ば
如
何
言
云
ふ
に
、

之
仁
は
先
づ
其
の
設
備
に
相
官
の
固
定
資
本
を
必
要

ご
す
る
の
み
な
ら
一
可
分
強
粧

ω製
池
ピ
云
ふ
ニ
ピ
に
な
る
江
原
料
の
民
集
等
に
も
少
か
ら
さ
る
悶
維
が
ゐ
り
、

.‘ 
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夏
に
分
蜜
糖
は
世
界
的
糖
債
の
艶
勤
の
影
響
を
直
接
受
く
る
等
の
事
情
ゐ
る
よ

b
、
従
来
琉
球
に
於
て
も
之
が
計

量
に
着
手
し
た
る
者
ゐ
る
も
多
〈
は
失
敗
に
蹄

L
、
現
今
は
澗
ム
リ
壷
南
製
糖
曾
枇
の
み
辛
ふ
じ
て
共
的
業
を
継
時
制

L
っ
、
ゐ
る
に
過
ぎ

5
る
質
況
じ
徴
す
る
も
・
沖
細
糠
業
の
前
途
は
決

L
て
築
制
酬
を
許
き
い
る
も
の
が
あ
る
。

囚
忙
、
琉
球
に
於
け
る
輸
業
の
泊
単
に
就
て
は
種
々
の
記
録
が
あ
る
が
、
『
沖
糊
耐
糊
治
嬰
斑
』
(
沖
縄
耐
牌
刷
出
削
)
忙
記
す
る
所
設
も

簡
に
し
て
裂
を
得
て
居
る
、

日
く
『
此
の
品
目
毘
た
る
制
業
が
初
め
て
木
耐
脚
H

山
花
知
ら
れ
し
は
、
官
に
元
利
九
年
(
四
紀
一
六
二
三
)

に
於
け
る
課
備
の
製
訟
に
あ
り
と
す
、
之
れ
凶
主
向
山
田

ω昨
代
に
し
て
儀
附
民
常
が
共
の
領
地
儀
削
品
の
人
民
を
支
那
耐
州
に
直

は
し
、
製
柚
E
製
ば
し
め
た
る
に
悶
る
も
の
に
し
て
、
業
成
り
師
闘
す
る
に
及
び
自
ら
甘
藤
を
邸
内
に
科
埼
し
で
製
措
を
試
み
途

に
闘
中
K
体
摘
す
る
に
歪
れ
り
占
一
五
ム
、
而
し
て
此
の
職
業
は
筑
候
風
土
の
泊
し
た
る
よ
り
迅
速
去
る
護
法
を
塗
げ
、
一
止
保
問
年

(
凶
紀
一
六
側
七
)
闘
も
製
織
を
始
め
し
よ
り
二
+
例
年
後
に
は
、

一
・
大
輪
山
糾
川
川
・
と
た
り
て
内
地
の
市
坊
に
現
は
れ
、
州
細
心
経
桝

界
を
潤
ほ
す
唯
一
の
生
持
物
占
在
れ
り
、
共
の
後
寛
文
二
年
(
西
和
一
六
六
二
)
に
は
砂
憐
奉
行
主
位
か
れ
、
同
十
一
年
K
は
従
楳

。
二
郁
子
式
廿
肱
断
一
搾
酬
聞
を
改
良
し
て
三
脚
子
式
主
持
L
粕
識
の
後
民
に
資
す
る
州
あ
り
し
が
、
食
料
政
策
上
よ
り

L
E
元
総
六

年
(
西
紀
一
パ
九
一
二
)
に
は
廿
藤
作
付
反
別
を
制
限
し
て
千
五
百
川
渉
主
局
せ
り
、
出
端
時
代
の
砂
舶
の
庄
舗
は
約
三
百
=
一
十
高
斤

、
内
賞
制
丸
十
七
高
六
千
偽
斤
、
綱
同
附
職
三
十
高
六
千
俄
斤
、
買
上
断
二
百
川
高
八
千
険
庁
、

貢
糖
・
と
は
定
期
白
ι
・ぃ納加
K
L
E

締
仙
川
防
止
は
之
が
依
相
晶
一
，
の
あ
る
場
合
に
肱
A
T
e
へ
き
中
仙
の
魚
め
に
製
法
す
る
也
白
、
質
上
肌
間
企
は
定
備
を
以
J

L

政
府
幽
の
買
上
ぞ

る
も
む
に
て
今
日
の
附
硝
事
資
制
度
巨
酷
似
せ
り
、
従
て
共
の
質
上
代
金
は
市
債
よ
り
も
甚
し
〈
低
廉
な
り
し
を
以
て

明
治
L
P

一
一
年
の
山
川
町
臓
に
際
し
百
庁
三
凶
二
十
銭
に
引
上
げ
、
同
十
七
年
に
は
更
に
問
闘
に
引
上
げ
し
が
、
同
二
卜
三
年
忙
之
宮
コ
一
間
二
十

説

琉
球
ω
隣
甜
捕
後
に
於
け
る
情
制

第
二
十
大
巻

九
先.

事E

回，、

第

揖

一・ 1" • .... I ~， 



示t

施

疏
掠
mwv

臨
瑞
徒
に
於
吋

ι泊
嗣

第
二
十
一
ハ
を

位司

λ 

事

駿

正J
u 

銭
に
復
加
国
せ
し
め
た
り
、
ー
是
よ
J
先
き
一
一
汁
十
年
に
甘
薦
作
付
の
制
限
を
鮮
か
仇
し
よ
担
、
ー
神
測
の
槍
菜
は
一
館
長
是
の
進
歩
を

議
ぐ
る
に
亙
れ
り
』
止
。

農
業
及
び
栽
培
業
に
次
で
琉
球
の
産
業
中
重
要
な
る
地
位
を
占
U
る
も
の
ご
一
五
へ
ば
、
先
づ
指
を
水
産
業
仁
屈

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
・
陸
地
の
而
帆
闘
は
僅
か
に
百
三
十
依
方
盟
に
過
V
2
5

る
に
海
岸
線

ω延
長
は
三
百
除
虫
の
長
詰
に

一旦

h
、
大
小
五
十
有
俄
の
島
峡
よ
り
成
る
琉
球
の
環
境
は
・
近
海
及
び
遠
洋
漁
業
に
極
め
て
有
利
な
る
保
件
を
具

備
し

τ居
る
が
、
現
今
は
最
M
T
其
の
残
影
を
認
め
得
な
い
税
に
能
化
し
た
る
も
嘗
て
は
共
産
材
ご
し
て
英
の
名
を

-
知
ら
れ
た
毛
糸
揃
を
中
心
ご
し

τ、
漁
民
の
多

f
u古
来
一
葉
の
剃
舟
を
掛
縦
L
て
僅
か
じ
近
一
階
漁
業
に
従
事
L

た
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
、
併
し
近
時
は
次
第
に
大
型
漁
船
を
周
ひ
て
海
洋
漁
業
に
従
事
せ
ん
Z
す
る
風
を
生
じ
来

っ
た
故
に
、
水
産
資
本
の
融
通
に
使
を
奥
ム
る
己
共
に
其
の
指
導
焚
刷
を
怠
る
こ
ご
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
此
の

方
面
に
は
宮
源
開
畿
の
俄
地
が
向
は
相
官
に
康
〈
残
っ
て
居
る
、
現
在
で
は
漁
家
の
戸
数
は
八
千
戸
足
ら
す
で
、

農
家
の
戸
数
に
比
絞
す
る
時
は
十
分
の
一
に
も
及
ば
同
有
様
で
あ
る
が
、
農
業
及
び
裁
埼
業
の
殆
ど
行
請
h
に
逗

言
質
況
に
在
る
に
反
し
、
水
産
業
は
未
だ
後
展
凶
徐
地
が
少
〈
な
い
w
E
総

L
て
可
ぃ
、
又
漁
家
一
戸
蛍
り
の
般
入

及
び
支
出
の
獄
縫
に
就
主
見
る
も
、
農
家
よ
b
H
M
依
裕
の
存
す
る
ニ
ご
を
認
め
得
ら
晶
、
の
で
あ
る
、
今
某
の
版

算
を
沖
縄
問
糊
艇
の
調
査
に
線

bτ
示
せ
ば
次
の
如
〈
で
あ
る
。
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